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選挙管理委員会



規 約

長岡第四小学校 PTA会則

平成 3 年 5月 18 日一部改正 平成 19 年 3 月 2 日一部改正 令和 7 年 4月 1 日一部改正

平成 11 年 3月 6 日一部改正 平成 22 年 5月 22 日一部改正

平成 13 年 5月 19 日一部改正 平成 22 年 9月 15 日一部改正

平成 18 年 3月 3 日一部改正 令和 3 年 3 月 2日一部改正

第 1章 総 則

第 1条 名 称

この会は、長岡第四小学校 PTA といい、事務所を長岡第四小学校内におく。

第 2条 組 織

(ア) 組織

この会は、長岡第四小学校の児童の保護者と、同校に勤務する教職員をもって組織する。

(イ) 会員

(1) 会員は、この会の目的とする事業に、積極的に参加すると共に、決議事項については、それに従

わねばならない。

(2) この会の入会退会は、本人の自由意志によって決定される。

会員はすべての所定の会費を納めなければならない。

第 3条 目 的

この会は、会員が協力して、学校教育の向上をはかり、児童の幸福な育成を助長すると共に、

併せて会員の教養と親睦を深めることを目的とする。

第 4条 事 業

この会は、第 3条の目的を達成する為に、次の事業を行う。

(ア) 民主教育の理解を深め、教養を高める事業

(イ) 会員相互の健全な親睦を深める事業

(ウ) 児童の教育環境をよくし、福祉を増進させる事業

(エ) 児童の心身の健康と安全を守る事業

(オ) その他目的達成に必要な事業
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規 約

第 2章 役 員

第 5条 役 員

この会の役員は、次の通りとする。

会長 1 名 （保護者から）

副会長 若干名 （保護者から）

書記 若干名（保護者と教員から）

会計 若干名（保護者と教員から）

会計監査 2名（保護者から）

但し、必要に応じ、書記・会計を増員、顧問をおくことができる。

第 6条 役員の選出

役員の選出は、別に定める選出規定による。

第 7条 任 期

(ア) 毎年 4 月 1 から、翌年 3月 31 日までの 1 ヶ年とする。

但し再任は防げない。

(イ) 補充による役員は、前任者の残任期間とする。

第 8条 職 務

(ア) 会長 この会を代表し、会務をつかさどる。

(イ) 副会長 会長を補佐し、会長に事故ある時は、その代行をする。

(ウ) 書記 この会の庶務をつかさどる。

(エ) 会計 この会の経理事務をつかさどる。

(オ) 会計監査 この会の会計事項を監査する。
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規 約

第 3章 委 員

第 9条 委 員

次の委員をおく。

(ア) 学級委員 若干名

(イ) 地域委員 各地域の会員数に比例して、地域ごとに選出する。

(ウ) 文化広報委員 若干名

(エ) 事業厚生委員 若干名

◎本会の運営に関し、必要に応じて特別委員会を置くことができる。

特別委員会は、運営委員会の承認を得て、会長が委嘱する。

第 10 条 各委員の選出および任期は、次の通りとする。

(ア) 各委員の選出は、別に定める選出規定による。

(イ) 各委員の任期は 1 ヶ年とするが、再任できる。

第 11 条 任 務

(ア) 学級委員は、学校の諸活動の中心となり、学校と家庭の相互理解を深め児童の生活環境の整

備につとめる。

(イ) 地域委員は、その地域におけるこの会の事務を行うと共に、会員相互の親睦につとめ、地域にお

ける児童の交通安全と、適正な生活補導を行う。

(ウ) 文化広報委員は、文化の向上をはかり、会員の教養を高める為の各種活動、並びに、会員相互

の広報活動を行う。

(エ) 事業厚生委員は、会員相互の親睦をはかる諸活動と、学校給食、保健衛生に関する事業を行う。
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規 約

第 4章 会 議

第 12 条 総 会

(ア) この会の総会は、定例総会と臨時総会とする。

(１) 定例総会は、年 2回開き、次の事項を審議決定する。

・各年度の事業計画と、予算決算の承認

・役員選出と、委員の報告

・その他重要な事項

(２) 臨時総会は、会長が必要と認めた時、又は、会員の３分の1以上の要求があった時、開かな

ければならない。

(イ) 総会は、会長が招集する。

(ウ) 総会の議長、副議長は、出席会員の中から選出する。

(エ) 総会は、全会員の 2 分の 1（委任状を含む）以上の出席によって成立する。

(オ) 総会の議事は、出席者の過半数の賛否によって議決する。

但し、可否同数の時は、議長が決定する。

第 13 条 運営委員会

運営委員会は総会に次ぐ議決機関として、本会の目的を達成するため、必要な会務を審議し、決定

する。

(ア) 運営委員会は、通常、学期 1 回開く。

(イ) 運営委員は、役員、学級委員正副委員長と各学年代表、地域、文化広報、事業厚生の各正副

委員長をもって組織する。

(ウ) 会長は、必要に応じて、運営委員会を開くことができる。

第 14 条 本部役員および委員会

(ア) 本部委員会は、通常月 1回とし、会長は必要に応じて開くことができる。

(イ) 本部役員会は、会長、副会長、会計、書記をもって組織する。

(ウ) 各委員会は、通常月 1 回とし、委員長は必要に応じて開くことができる。

- 5 -



規 約

第 5章 会 計

第 15 条 会費

(ア) この会の経費は、会費、事業収入、寄付金をもって支弁する。

(イ) この会の会費は、1 家庭 1 年間 3,000 円（前期 1,500 円、後期 1,500 円）とする。

期の途中の転入の場合、会費の引き落としは行わない。

期の途中の転出の場合、会費の月割り返金は行わない。

第 16 条会計年度

この会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31 日までの 1 ヵ年とする。

第 6章 会 則 変 更

第 17 条会則の変更

この会の会則は、総会で、出席者の 3分の 2 以上の賛成により変更することができる。

付則

この会を運営する為の諸事項の内規は、別に定める。

この会則は、平成 3年 4 月 1日から実施する。

この会則は、平成 11 年 3月 6日から実施する。

この会則は、平成 13 年 5月 19 日から実施する。

この会則は、平成 19 年 3月 2日から実施する。

この会則は、平成 22 年 5月 22 日から実施する。

この会則は、令和 7年 4 月 1日から実施する。
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役員の選出規定

委員の選出規定

役 員 の 選 出 規 定

第 1 条 PTA の役員選挙は、この規定の定めるところによる。

第 2 条 年度の末期に、次年度の役員の選挙を行う。

第 3 条 選挙権は、1家庭 1票とする。

第 4 条 選挙は、下記の候補者について行う。

候補者とは、

1. 立候補者

2. 会員 15 名以上の推薦をうけた立候補者

3. 地域毎に選出された候補者

第 5 条 選挙管理委員は、会長が委嘱する。選挙管理委員長は互選する。

第 6 条 選挙管理委員会は、毎年 1月に期間を定めて、立候補者の受付を行い、選挙の管理を行う。

第 7 条 立候補受付は、告示から締め切りまで 7 日間とする。

第 8 条 運営委員・地域委員は、毎年 1 月に、地域毎に候補者を選出する。但し、会員数に応じて地

域割りをする。

第 9 条 候補者は、総会において、信任投票その他の方法で、承認を得なければならない。

第 10 条役員は、一家一役とする。

第 11 条この規定は、平成 3 年 5月 18 日から実施する。

この規定は、平成 11 年 3 月 6 日から実施する。

規定の改正は、総会の議決を要する。

委 員 の 選 出 規 定

第 1条 学級委員・文化広報委員・事業厚生委員

(ア) 各学級において、学級委員 2名・文化広報委員 1名・事業厚生委員 1名を民主的な方法で選出

する。

(イ) 各委員は、一児童一委員を原則とする。

(ウ) 新学期当初の夜、新学年クラスに集合する。

(エ) 兄弟関係は、上級生を優先する。

(オ) 立候補の受付は、当日行う。

(カ) 但し、本部役員経験者は翌年から 5 年間委員を辞退することができる。

(キ) 新学年クラスでの集合が難しい場合、公正で民主的な方法であれば、集会以外の選出方法でも

承認される。
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役員の選出規定

委員の選出規定

第 2条 地域委員

(ア) 原則として 1 年から 5 年までの会員の中から、各地域で民主的な方法で選出し、校外班ごとに 1

名を決定する。

(イ) 新年度地域委員の選出は、前年度末までに行う。

(ウ) 但し、本部役員経験者は翌年から 5 年間委員を辞退することができる。

第 3条 各委員会正副委員長

各委員会において、委員長 1 名・副委員長 1名を選出する。

第 4条 細則

この規定に細則を設ける。

(ア) 規定の第 1条について、細則Ⅰ。

(イ) 規定の第 3条について、細則Ⅱ。

第 5条 規定の改正

この規定の改正は、運営委員会の承認を得て行う。

付則

この規定は、平成 11 年 3 月 6 日から実施する。

この規定は、平成 14 年 3 月 2 日から実施する。

この規定は、平成 22 年 9 月 15 日から実施する。

この規定は、令和 7 年 4月 1 日から実施する。

役員・委員の選出規定

本部役員及び各委員会の委員選出においては本部役員と学校の判断により、円滑な委員活動に著

しく支障をきたすと判断された会員については、免除を認めるものとする。

この規定は平成 27 年 2 月 28 日から実施する。

※補足としてこの規定は役員の選出規定並びに委員の選出規定の共通規定とする。
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細則Ⅰ 各学級における委員の選出

各学級での委員の選出は、新委員会で行う。

全員出席を原則とし、欠席する場合は委任状の提出を要する。

当日委任状の提出なく欠席した場合も出席したものとし、議決の一切は議長に一任される。

前年度学級委員が議長をつとめ、本部役員が立ち会う。ただし、1 年の各学級については、本部役

員が議長となる。

以下の項目に従い、各委員を選出する。

1 出席者数、委任状提出者数の確認

2 立候補者の受付、選出

(ア) 同一委員への立候補者が複数の場合、立候補者で互選する。

(イ) 立候補者が定数に満たない時は、委員経験のない者から選出する。

◎委員に就けない場合は、出席者の承認を得なければならない。

(ウ) (ｲ)で定数に満たないときは、委員経験者から選出する。

3 新委員の承認

出席者全員で新委員を承認する。

＊新年度の地域委員は、他の委員を兼任できるものとする。

但し、新年度の地域委員正副委員長は、これらの委員には選出されない。

≪伝達事項≫

・正副委員長決定会議の日程を新委員に報告する。

・新委員に下級生の児童がいる場合は、該当クラスにその全員の委員決定を報告する。
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細則Ⅱ 各委員会正副委員長の選出

1. 学級・文化広報・事業厚生の各委員会正副委員長は、正副委員長決定会議で選出する。新委員

全員の出席を原則とし、欠席の場合は委任状の提出を要する。当日委任状の提出なく欠席した場

合も出席したものとし、議決の一切は議長に一任される。

前年度委員長が議長をつとめ、本部役員が立会う。

以下の項目に従い、委員長・副委員長を選出する。

1) 学級委員会

1 各学年で学年長 1 名、副学年長 1名を選出する。

(ア) 立候補を優先し、ない場合は民主的な方法で選出する。

(イ) 役職に就けない場合は、出席者の承認を得なければならない。

2 学年長 6名から、委員長・副委員長を決定する。

・選出については①の(ｱ)(ｲ)に準ずる。

2) 文化広報・事業厚生委員会

委員会ごとに、委員全員の中から委員長・副委員長を決定する。

(ア) 立候補を優先し、ない場合は民主的な方法で選出する。

(イ) 役職に就けない場合は、出席者の承認を得なければならない。

2. 地域委員会正副委員長は、前年度末までに選出する。

全員の出席を原則とし、欠席の場合は委任状の提出を要する。当日委任状の提出なく欠席した場

合も出席したものとし、議決の一切は議長に一任される。

選出には本部役員が立会い、選出方法は前項 2)の(ｱ)(ｲ)に準ずる。

※各委員会正副委員長および学年長経験者は、正副委員長および学年長を辞退することができる。

≪伝達事項≫

・各委員会は、第 1回運営委員会までにスローガンを考え、事業計画を作成する。
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旅費・慶弔規定

旅費・慶弔規定

1.旅費規定

(1)交通費は、実費を支給する。その他の諸費については、会長・学校長にて協議決定し、運営委員

会に報告する。

2.慶弔規定

(1)職員が結婚した時は、3,000 円を贈る。

(2)職員の転退職の場合、3,000 円を贈る。

(3)職員が 30 日以上、病気の為欠勤した時は、3,000 円を贈る。

(4)会員が死亡した時は、5,000 円供える。

(5)児童が死亡した時は、5,000 円供える。

(6)火災見舞金は、3,000 円とする。

(7)その他の慶弔に関し、必要ある時は、会長・学校長にて協議決定し、運営委員会に報告する。
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安全基金

長岡京市社会教育活動安全基金について

趣旨

長岡京市社会教育活動安全基金の設置に関する規程に基づき、事故見舞金（以下「見舞金」という）

の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

対象

加入団体（長岡京市 PTA 連絡協議会）の主催、共催する行事で、予め報告された行事に参加した者

が、その活動中に生じた事故によって傷害等を被った場合。

尚、社会教育活動安全基金の内容については、長岡京市のホームページをご覧ください。

長岡京市社会教育活動安全基金 : https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000005167.html

対象行事

1. 研修会、見学旅行

2. 講演会、勉強会

3. 環境設備作業、手伝い

4. 運動会、スポーツ

5. 役員、委員活動

6. サークル活動、その他 PTA 行事

申請手続

見舞金を受けようとする者は、事故発生後 7 日以内に事故報告書を、又治癒後すみやかに事故見

舞金支給請求書に関係書類を添えて、各所属する団体の長を通じ運営委員会に提出しなければなら

ない。

事故の日から起算して、180 日が過ぎても事故見舞金支給請求書の提出がない場合は、運営委員

会の議決によって事故報告書が提出されなかったものとみなす。

※PTA 行事を行う場合は、事前に必ず会長又は本部役員に連絡し、不幸にして事故発生の場合は

早急に会長に報告してください。
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長岡第四小学校 PTA個人情報取扱規則

（目的）

第 1条 長岡第四小学校 PTA（以下、「本会」という。）が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動の

円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、PTA 名簿・行事などの記録や写

真及びその他の個人情報データベース（以下、単に「個人情報データベース」という。）の取扱いについ

て定めるものとする。

（責務）

第 2条 本会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、PTA活動において個人情報の保護に

努めるものとする。

（管理者）

第 3条 本会における個人情報データベースの管理者は、PTA 会長とする。

（取扱者）

第 4条 本会における個人情報データベースの取扱者は、PTA 本部役員及び各委員とする。

（秘密保持義務）

第 5条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人

に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

（適正な取得）

第6条 本会は、個人情報を取得するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示

する。なお、要配慮個人情報などを取得する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。

（利用）

第 7条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。

（1） 会費集金、管理、その他の文書の送付

（2） 会員名簿、委員会名簿、その他 PTA 活動における各種名簿の作成

（3） 委員の選出並びに PTA 本部役員等の推薦活動

（利用目的による制限）

第8条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必

要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

（管理）

第9条 個人情報は管理者または取扱者が保管するものとし、適正に管理する。不要となった個人情報

は、適正かつ速やかに廃棄するものとする。

（保管及び持ち出し等）

第 10 条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウィルス対策ソフトを

入れるなど適切な状態で保管することとする。また、持ち出す場合は、電子メールでの送付も含め、

ファイルにパスワードをかけるなど適切に行うこととする。
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（第三者提供の制限）

第 11 条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはな

らない。

（1） 法令に基づく場合

（2） 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合

（3） 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合

（4） 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要がある場合

（第三者提供に係る記録の作成等）

第 12 条 個人情報を第三者（第 11 条第 1 号から第 4 号の場合及び府、市役所を除く）に提供したとき

は、次の項目について記録を作成し保存する。

（1） 第三者の氏名

（2） 提供する対象者の氏名

（3） 提供する情報の項目

（4） 対象者の同意を得ている旨

（第三者提供を受ける際の確認等）

第 13条 第三者（第 11条第1号から第4号の場合及び府、市役所を除く）から個人情報の提供を受け

るときは、次の項目について記録を作成し保存する。

（1） 第三者の氏名

（2） 第三者が個人情報を取得した経緯

（3） 提供を受ける対象者の氏名

（4） 提供を受ける情報の項目

（5） 対象者の同意を得ている旨（事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要）

（情報開示等）

第 14 条 本会は、本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿っ

てこれに応じる。

（漏えい時等の対応）

第 15 条 個人情報データベースを漏えい等（紛失含む）したおそれがあることを把握した場合は、直ち

に管理者に報告する。

（研修）

第 16 条 本会は、PTA 役員及び各委員に対して、定期的に、個人データの取扱いに関する留意事項

について、研修を実施するものとする。

（苦情の処理）

第 17 条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

（改正）

第 18 条 本会の「長岡第四小学校 PTA 個人情報取扱規則」は、総会において改正する。
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附則

本規則は、平成 31 年 3月 1 日より施行する。
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